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事 務 連 絡 

令 和 ５ 年 ７ 月 ４ 日 

 

各            障害児支援主管部（ 局）  御中 

 

                 

 こ ども 家庭庁支援局障害児支援課 

 

 

障害児通所支援事業所等における安全計画の策定に関する留意事項等について 

  
 

 第 208 回国会で可決・ 成立し た児童福祉法等の一部を 改正する法律（ 令和４

年法律第 66 号） において、 都道府県等が条例で定めるこ と と さ れている児童福

祉施設等の運営に関する基準のう ち、「 児童の安全の確保」 に関するも のについ

ては、 国が定める基準に従わなければなら ないこ と と する改正が行われまし た。

また、 令和４ 年９ 月には、静岡県牧之原市において、認定こ ども 園の送迎バスに

置き 去り にさ れたこ ども が亡く なると いう 大変痛まし い事案も 発生し ており ま

す。  

こ う し た中、 上記改正を 受け、「 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等

の一部を 改正する省令（ 令和４ 年厚生労働省令第 159 号）」 において、 障害児通

所支援事業所、 障害児入所施設等（ 以下「 事業所等」 と いう 。） については、 令

和５ 年４ 月１ 日よ り 安全に関する 事項についての計画（ 以下「 安全計画」 と い

う 。） を 各事業所等において策定するこ と （ 令和５ 年４ 月１ 日から １ 年間は努力

義務と し 、 令和６ 年４ 月１ 日から 義務化） と さ れたと こ ろ です1。  

事業所等における 安全の確保に関する 取組については、 既に児童発達支援ガ

イ ド ラ イ ン 、 放課後等デイ サービ スガイ ド ラ イ ン 等において示し ている と こ ろ

ですが、今般、 安全計画を各事業所等に策定いただく に当たり 、既存の取組を 踏

まえた留意事項等を 以下のと おり 整理し ていますので、 各都道府県・ 指定都市・

中核市の担当部局におかれては、当該内容を十分御了知の上、貴管内の事業所等

に対し て遺漏なく 周知し ていただく よう お願いし ます。  

 
1 児童発達支援セン タ ー等の児童福祉施設に対し 、 安全計画の策定を 義務付けている 児童福祉

施設の設備及び運営に関する基準（ 昭和 23 年厚生省令第 63 号） 第６ 条の３ の規定について

は、 同令第１ 条第１ 項第３ 号の規定によ り 、 都道府県等が条例を 定めるに当たっ て従う べき 基

準と なっ ている 。  

都 道 府 県 

指 定 都 市 

中 核 市 
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【 新省令に基づく 安全計画策定の規定内容について】  

○ 児童福祉施設の設備及び運営に関する 基準等の一部を 改正する 省令（ 令和

４ 年厚生労働省令第 159 号） の規定による改正後の児童福祉施設の設備及び

運営に関する基準（ 昭和 23 年厚生省令第 63 号。 以下「 設備運営基準」 と い

う 。）、児童福祉法に基づく 指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関す

る基準（ 平成 24 年厚生労働省令第 15 号。 以下「 通所支援基準」 と いう 。） 及

び児童福祉法に基づく 指定障害児入所施設等の人員、 設備及び運営に関する

基準（ 平成 24 年厚生労働省令第 16 号。 以下「 入所施設基準」 と いう 。） に基

づき 全ての事業所等は、 令和５ 年４ 月より 当該事業所等を 利用する 児童の安

全を 確保する ための取組を 計画的に実施する ための計画を 策定し なければな

ら ない。（ 設備運営基準第６ 条の３ 第１ 項、通所支援基準第 40 条の２ 第１ 項、

入所施設基準第 37 条の２ 第１ 項）  

○ 安全計画では、事業所等の設備の安全点検の実施に関するこ と 、従業者や児

童に対し 、 事業所内での支援時はも ちろ ん、 散歩等の事業所外活動時や、 事業

所等が車両によ る 送迎を 実施し ている 場合における 車両での運行時など事業

所外での活動、取組等においても 、安全確保ができ るために行う 指導に関する

こ と 、 安全確保に係る 取組等を 確実に行う ための従業者への研修や訓練に関

するこ と などを 計画的に行う ためのも のであるこ と が求めら れる。（ 設備運営

基準第６ 条の３ 第１ 項、 通所支援基準第 40 条の２ 第１ 項、 入所施設基準第 37

条の２ 第１ 項）  

○ 策定し た安全計画について、 管理者など事業所等の運営を 管理すべき 立場

にある者（ 以下「 管理者等」 と いう 。） は、 実際に児童に支援を 提供する従業

者に周知すると と も に、 研修や訓練を 定期的に実施し なければなら ない。（ 設

備運営基準第６ 条の３ 第２ 項、 通所支援基準第 40 条の２ 第２ 項、 入所施設基

準第 37 条の２ 第２ 項）  

○ 管理者等は、利用する児童の保護者等に対し 、家庭での安全教育の実施等を

促すなど児童の安全に関する 連携を 図る ため、 事業所での安全計画に基づく

取組の内容等を 通所開始時等の機会において説明を 行う などにより 周知し な

ければなら ない。（ 設備運営基準第６ 条の３ 第３ 項、 通所支援基準第 40 条の

２ 第３ 項）  

○ 管理者等は、 PDCA サイ ク ルの観点から 、 定期的に安全計画の見直し を 行う

と と も に、 必要に応じ て安全計画の変更を 行う も のと する。（ 設備運営基準第

６ 条の３ 第４ 項、 通所支援基準第 40 条の２ 第４ 項、 入所施設基準第 37 条の
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２ 第３ 項）  

 

【 安全計画の策定について】  

○ 事業所等は、安全確保に関する取組を 計画的に実施するため、各年度におい

て、 当該年度が始まる前に、事業所の設備等の安全点検や、 事業所外での活動

等を 含む事業所等での活動、 取組等における 従業者や児童に対する 安全確保

のための指導、 従業者への各種訓練や研修等の児童の安全確保に関する取組

についての年間スケジュ ール（ 安全計画） を定めるこ と 。（ 具体的な安全計画

のイ メ ージについては、「 事業所安全計画例」 別添資料３ などを 参考の上で作

成するこ と ）  

○ 安全計画の作成に当たっ ては、「 いつ、 何を なすべき か」 を「 事業所等が行

う 児童の安全確保に関する取組と 実施時期例」 別添資料４ などを 参考に整理

し 、 必要な取組を安全計画に盛り 込むこ と するこ と 。  

○ 以上の一連の対応を 実施する こ と を も っ て事業所等における 安全計画の策

定を 行っ たこ と と するこ と 。  

 

【 児童の安全確保に関する取組について】  

○ 児童の安全確保のために行う べき 取組については、 児童発達支援ガイ ド ラ

イ ン、放課後等デイ サービスガイ ド ラ イ ン、 障害児入所施設運営指針、マニュ

アル（ バス送迎の安全管理マニュ アル2） 等に基づき 取組が既になさ れている

こ と が想定さ れるも のや、 学校保健安全法（ 昭和 33 年法律第 56 号） の規定に

基づく 安全計画（ 以下「 学校安全計画」 と いう 。） の策定など幼稚園の取組内

容等を踏まえ、 以下のよう なも のが考えら れる。  

なお、 当該内容は例示であっ て、 地域や各事業所等の特性に応じ 、 独自に取

り 組む安全対策等を 行う こ と を 否定するも のではない点に留意さ れたい。  

 

①安全点検について 

（ １ ） 事業所・ 設備の安全点検 

‧  事業所等の設備等（ 備品、 遊具等や防火設備、 避難経路等） 定期的3に、 文

書と し て記録4し た上で、 改善すべき 点を改善するこ と  

‧  点検先は事業所内のみなら ず、散歩コ ースや公園など定期的に利用する場

所も 含むこ と  

 

 

2 こ ども のバス送迎・ 安全管理マニュ アル（ 令和４ 年 10 月）  
3 学校安全計画は毎学期１ 回以上（ 年に３ 回目途） と さ れている  
4 事故防止等マニュ アルでは年齢別のチェ ッ ク リ スト の作成が奨励さ れている  
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（ ２ ） マニュ アルの策定・ 共有 

‧  通常支援時において、 児童の動き を常に把握するための役割分担を 構築す

るこ と  

‧  リ スク が高い場面（ 午睡、 食事、 プール・ 水遊び、 事業所外活動、 バス送

迎） での従業者が気を つけるべき 点、 役割分担を 明確にするこ と  

‧  緊急的な対応が必要な場面（ 災害、 不審者の侵入、 火事（ 119 番通報）） を

想定し た役割分担の整理と 掲示、 保護者等への連絡手段の構築、 地域や関

係機関と の協力体制の構築などを 行う こ と  

‧  こ れら を マニュ アルにより 可視化し て常勤職員だけでなく 非常勤職員、補

助者も 含め、 事業所等の全従業者に共有するこ と  

 

②児童・ 保護者への安全指導等 

（ １ ） 児童への安全指導 

‧  児童の発達や能力に応じ た方法で、児童自身が事業所等の生活における安

全や危険を認識するこ と 、 災害や事故発生時の約束事や行動の仕方につい

て理解さ せるよう 努めるこ と  

‧  地域の関係機関と 連携し 、 交通安全について学ぶ機会を 設けるこ と  

 

（ ２ ） 保護者への説明・ 共有 

‧  保護者自身が安全に係るルール・ マナーを遵守するこ と や、 バスや自転車

通所の保護者には、 交通安全・ 不審者対応について児童が通所時に確認で

き る 機会を 設けても ら う こ と など 児童が家庭で安全を 学ぶ機会を 確保す

るよう 依頼するこ と  

‧  保護者に対し 、 安全計画及び事業所等が行う 安全に関する取組の内容を 説

明・ 共有するこ と  

‧  また、児童の安全の確保に関し て、保護者と の円滑な連携が図ら れるよう 、

安全計画及び事業所等が行う 安全に関する取組の内容について、公表し て

おく こ と が望まし いこ と  

 

③実践的な訓練や研修の実施 

‧  避難訓練は、 地震・ 火災だけでなく 、 地域特性に応じ た様々な災害を想定

し て行う こ と 。  

‧  救急対応（ 心肺蘇生法、 気道内異物除去、 AED・ エピペン®の使用等） の実

技講習を 定期的に受け、 事業所内でも 訓練を 行う こ と  

‧  不審者の侵入を 想定し た実践的な訓練や 119 番の通報訓練を行う こ と  

‧  自治体が行う 研修・ 訓練やオンラ イ ンで共有さ れている事故予防に資する
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研修動画などを 活用し た研修を 含め、 研修や訓練は常勤職員だけでなく 非

常勤職員も 含め、 事業所等の全従業者が受講するこ と  

 

④再発防止の徹底 

‧  ヒ ヤリ ・ ハッ ト 事例の収集及び要因の分析を 行い、 必要な対策を 講じ るこ

と  

‧  事故が発生し た場合、 原因等を分析し 、 再発防止策を 講じ ると と も に、 ①

（ １ ） の点検実施箇所や①（ ２ ） のマニュ アルに反映し た上で、 従業者間

の共有を 図るこ と  

 

【 安全確保に関する取組を 行う に当たっ ての留意事項】  

○ リ スク の高い場面（ 午睡、 食事、 プール・ 水遊び、 事業所外活動、 車両送迎

等） での対応を含む事業所内外での事故を 防止するための、従業者の役割分担

等を 定めるマニュ アルや、 緊急的な対応が必要な場面（ 災害、不審者侵入等）

時における 従業者の役割分担や保護者への連絡手段等を 定めるマニュ アルの

策定が不十分である場合は、 速やかに策定・ 見直し を行う こ と  

○ 事業所内活動時はも ちろ ん、散歩などの事業所外活動時においては特に、常

に児童の行動の把握に努め、従業者間の役割分担を 確認し 、見失う こ と などが

ないよう 留意するこ と  

  その際、 保育所等での児童の見落と し 等の発生防止に関し て発出さ れてい

る事務連絡のう ち、「 保育所等における園外活動時の安全管理に関する留意事

項」 別添資料５ や「 園児の見落と し 等の防止に関する各自治体の取組例や実例

を踏まえた留意事項」 別添資料６ が参考と なるので、 参照するこ と  

〇 児童を 取り 巻く 多様な危険を 的確に捉え、 その発達の段階や地域特性に応

じ た取組を 継続的に着実に実施する必要があるこ と 。例えば、災害については、

地震、 風水害、 火災に留まら ず、 土砂災害、 津波、 火山活動による災害、 原子

力災害などを含め、 地域の実情に応じ て適切な対応に努めら れたいこ と  

○ 事業所等において、車両による送迎を 実施し ている場合についても 、事業所

等が実施し 、提供するサービスである以上は、支援提供時間外であると し ても 、

常に児童の行動の把握に努め、従業者間の役割分担を 確認し 、児童の見落と し

などがないよう 対応が必要であるこ と  

  こ のため、前述のバス送迎の安全管理マニュ アルについて、既にある事業所

等のマニュ アルに追加し て使用する、 マニュ アルを 見直す際に参考にする な

ど、各事業所等での取組の補助資料と し て活用し 、車両送迎の安全管理を 徹底

するこ と  

また、 令和５ 年４ 月より 、 事業所等において、 ①降車時等に点呼等により 児
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童の所在を確認するこ と 、②送迎用車両への安全装置の装備（ ②については児

童発達支援事業所、児童発達支援センタ ー、放課後等デイ サービス事業所を 対

象と する） を 義務づけており 、別途示し ている内容に沿っ て引き 続き 適切に対

応するこ と 別添資料７ （ 第三留意事項の２ 及び３ を参考）  

○ 都道府県、指定都市、中核市は、 新省令の規定に基づき 事業所等が安全計画

を策定し 、当該計画に基づく 安全確保のための取組を行っ ているかを 指導・ 監

査する必要があるが、 当該指導・ 監査は、「 指定障害児通所支援事業者等の指

導監査について」（ 平成 26 年障発 0328 第４ 号厚生労働省社会・ 援護局障害保

健副支部長通知） の別添１「 指定障害児通所支援等事業者等指導指針」 におけ

る（ 別紙）「 主眼事項及び着眼点等」 の着眼点の欄中の「（ １ ） 指定児童発達支

援事業者は、障害児の安全の確保を 図るため、指定児童発達支援事業所ごと に、

当該指定児童発達支援事業所の設備の安全点検、従業者、障害児等に対する事

業所外での活動、 取組等を 含めた児童発達支援事業所での生活その他の日常

生活における安全に関する指導、 従業者の研修及び訓練その他指定児童発達

支援事業所における 安全に関する事項についての計画（ 以下「 安全計画と い

う 。」 を策定し 、当該安全計画に従い必要な措置を講じ ているか。」 の規定に基

づき 実施するこ と 。  

 

 別添資料１  児童福祉法関連 参照条文 

 別添資料２  学校保健安全法関連 参照条文 

 別添資料３  事業所等安全計画例 

 別添資料４  事業所等が行う 児童の安全確保に関する取組と 実施時期例 

 別添資料５  保育所等における園外活動時の安全管理に関する留意事項 

 別添資料６  園児の見落と し 等の防止に関する 各自治体の取組例や実例を 踏

まえた留意事項 

 別添資料７  児童福祉施設の設備及び運営に関する 基準等の一部を 改正する

省令について（ 通知）  

 

以上 

○本件についての問合せ先 

こ ども 家庭庁 支援局 障害児支援課 基準・ 指導係 

Ｔ Ｅ Ｌ ： 03‐ 6861‐ 0068 

E-mai l ： shougaishien.kijunshidou@ cfa.go.jp 

 

mailto:shougaishien.kijunshidou@cfa.go.jp
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（ 別添資料１ ）  

児童福祉法関連 参照条文 

 

児童福祉法1（ 昭和 22 年法律第 164 号）（ 抜粋）  
 

第四十五条 都道府県は、児童福祉施設の設備及び運営について、条例で基準を

定めなければなら ない。 こ の場合において、 その基準は、 児童の身体的、 精神

的及び社会的な発達のために必要な生活水準を 確保するも のでなければなら

ない。  

② 都道府県が前項の条例を 定める に当たつては、 次に掲げる 事項については

内閣府令で定める基準に従い定める も のと し 、 その他の事項については内閣

府令で定める基準を参酌するも のと する。  

 一・ 二 （ 略）  

 三 児童福祉施設の運営に関する 事項であつて、 保育所における 保育の内容

その他児童（ 助産施設にあつては、 妊産婦） の適切な処遇及び安全の確保並

びに秘密の保持、 妊産婦の安全の確保並びに児童の健全な発達に密接に関

連するも のと し て内閣府令で定めるも の 

③～⑥ （ 略）  

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準2（ 昭和 23 年厚生省令第 63 号）（ 抜粋）  

（ 趣旨）  

第一条 児童福祉法（ 昭和二十二年法律第百六十四号。 以下「 法」 と いう 。） 第

四十五条第二項の厚生労働省令で定める基準（ 以下「 設備運営基準」 と いう 。）

は、次の各号に掲げる基準に応じ 、それぞれ当該各号に定める規定による基準

と する。  

 一・ 二 （ 略）  

 三 法第四十五条第一項の規定により 、 同条第二項第三号に掲げる事項につ

いて都道府県が条例を 定める に当たつて従う べき 基準 第六条の三、 第九条

から 第九条の三まで、 第九条の五、 第十条第三項、 第十一条、 第十四条の二、

第十五条、第十九条第一号（ 調理室に係る部分に限る。）、第二十六条第二号（ 調

理設備に係る 部分に限る 。）、 第三十二条第一号（ 調理室に係る部分に限る 。）

 
1 児童福祉法等の一部を 改正する 法律（ 令和４ 年法律第 66 号） に基づく 令和５ 年４ 月施行時点

のも の 
2 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部を 改正する省令（ 令和４ 年厚生労働省令

第 159 号） に基づく 令和５ 年４ 月施行時点のも の 
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（ 第三十条第一項において準用する場合を含む。） 及び第五号（ 調理室に係る

部分に限る。）（ 第三十条第一項において準用する場合を 含む。）、第三十二条の

二（ 第三十条第一項において準用する場合を 含む。）、 第三十五条、第四十一条

第一号（ 調理室に係る部分に限る。）（ 第七十九条第二項において準用する場合

を含む。）、 第四十八条第一号（ 調理室に係る部分に限る。）、 第五十七条第一号

（ 給食施設に係る 部分に限る 。）、 第六十二条第一号（ 調理室に係る 部分に限

る。） 及び第六号（ 調理室に係る部分に限る。）、 第六十八条第一号（ 調理室に

係る部分に限る。） 並びに第七十二条第一号（ 調理室に係る部分に限る。） の規

定による基準 

 四 （ 略）  

２ ・ ３  （ 略）  

 

（ 安全計画の策定等）  

第六条の三 児童福祉施設（ 助産施設、児童遊園及び児童家庭支援センタ ーを 除

く 。 以下こ の条において同じ 。） は、 児童の安全の確保を 図るため、 当該児童

福祉施設の設備の安全点検、職員、児童等に対する施設外での活動、取組等を

含めた児童福祉施設での生活その他の日常生活における安全に関する 指導、

職員の研修及び訓練その他児童福祉施設における 安全に関する事項について

の計画（ 以下こ の条において「 安全計画」 と いう 。） を策定し 、 当該安全計画

に従い必要な措置を講じ なければなら ない。  

２  児童福祉施設は、 職員に対し 、安全計画について周知すると と も に、 前項の

研修及び訓練を 定期的に実施し なければなら ない。  

３  保育所は、児童の安全の確保に関し て保護者と の連携が図ら れるよう 、保護

者に対し 、 安全計画に基づく 取組の内容等について周知し なければなら ない。 

４  児童福祉施設は、定期的に安全計画の見直し を行い、必要に応じ て安全計画

の変更を 行う も のと する。  

 

 

児童福祉法に基づく 指定通所支援の事業等の人員、 設備及び運営に関する基準

（ 平成 24 年厚生労働省令第 15 号）（ 抜粋）  
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（ 趣旨）  

第一条 児童福祉法（ 昭和二十二年法律第百六十四号。 以下「 法」 と いう 。） 第

二十一条の五の四第二項、 第二十一条の五の十七第二項及び第二十一条の

五の十九第三項の厚生労働省令で定める基準は、 次の各号に掲げる 基準に

応じ 、 それぞれ当該各号に定める規定による基準と する。  

 一 ～ 九 （ 略）  

 十 法第二十一条の五の十九第二項の規定により 、 同条第三項第三号に掲げ

る 事項について都道府県が条例を 定めるに当たっ て従う べき 基準 第十二

条（ 第六十四条、 第七十一条、第七十一条の十四及び第七十九条において準

用する場合を 含む。）、 第十四条（ 第六十四条、 第七十一条、 第七十一条の十

四及び第七十九条において準用する場合を 含む。）、第三十八条の二（ 第六十

四条、第七十一条、第七十一条の十四及び第七十九条において準用する場合

を 含む。）、 第四十条の二（ 第五十四条の五、 第五十四条の九、 第六十四条、

第七十一条、 第七十一条の二、第七十一条の六、第七十一条の十四及び第七

十九条において準用する場合を 含む。）、第四十条の三第一項（ 第五十四条の

五、 第五十四条の九、 第六十四条、 第七十一条、 第七十一条の二、 第七十一

条の六、 第七十一条の十四及び第七十九条において準用する場合を 含む。）、

第四十条の三第二項（ 第五十四条の五、 第五十四条の九、 第六十四条、 第七

十一条、 第七十一条の二及び第七十一条の六において準用する 場合を 含

む。）、 第四十一条第二項（ 第六十四条、 第七十一条、 第七十一条の十四及び

第七十九条において準用する場合を 含む。）、第四十四条（ 第六十四条、第七

十一条、 第七十一条の十四及び第七十九条において準用する場合を 含む。）、

第四十五条（ 第六十四条、第七十一条、 第七十一条の十四及び第七十九条に

おいて準用する場合を含む。）、 第四十七条（ 第六十四条、 第七十一条、 第七

十一条の十四及び第七十九条において準用する場合を 含む。） 及び第五十二

条（ 第六十四条、 第七十一条、第七十一条の十四及び第七十九条において準

用する場合を 含む。） の規定による基準  

 十一・ 十二 （ 略）  

 

（ 安全計画の策定等）  

第四十条の二 指定児童発達支援事業者は、障害児の安全の確保を図るため、指

定児童発達支援事業所ごと に、 当該指定児童発達支援事業所の設備の安全
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点検、 従業者、障害児等に対する事業所外での活動、取組等を 含めた指定児

童発達支援事業所での生活その他の日常生活における 安全に関する 指導、

従業者の研修及び訓練その他指定児童発達支援事業所における 安全に関す

る事項についての計画（ 以下こ の条において「 安全計画」 と いう 。） を策定

し 、 当該安全計画に従い必要な措置を 講じ なければなら ない。  

２  指定児童発達支援事業者は、従業者に対し 、安全計画について周知すると と

も に、 前項の研修及び訓練を 定期的に実施し なければなら ない。  

３  指定児童発達支援事業者は、 障害児の安全の確保に関し て保護者と の連携

が図ら れるよう 、保護者に対し 、安全計画に基づく 取組の内容等について周

知し なければなら ない。  

４  指定児童発達支援事業者は、定期的に安全計画の見直し を行い、必要に応じ

て安全計画の変更を 行う も のと する。  

 

児童福祉法に基づく 指定障害児入所施設等の人員、 設備及び運営に関する 基準

（ 平成 24 年厚生労働省令第 16 号）（ 抜粋）  

第一条 児童福祉法（ 昭和二十二年法律第百六十四号。 以下「 法」 と いう 。） 第

二十四条の十二第三項の厚生労働省令で定める 基準は、 次の各号に掲げる

基準に応じ 、 それぞれ当該各号に定める規定による基準と する。  

二 （ 略）  

三  法第二十四条の十二第二項の規定によ り 、 同条第三項第三号に掲げる 事

項について都道府県が条例を 定める に当たっ て従う べき 基準 第六条（ 第

五十七条において準用する場合を含む。）、第七条（ 第五十七条において準用

する場合を含む。）、第二十五条第五項（ 第五十七条において準用する場合を

含む。）、 第三十条（ 第五十七条において準用する場合を含む。）、 第三十五条

の二（ 第五十七条において準用する場合を 含む。）、 第三十七条の二（ 第五十

七条において準用する場合を 含む。）、第三十七条の三（ 第五十七条において

準用する場合を含む。）、第三十八条第二項（ 第五十七条において準用する場

合を含む。）、第四十一条から 第四十四条まで（ 第五十七条において準用する

場合を 含む。） 及び第四十九条（ 第五十七条において準用する場合を 含む。）

の規定による基準 

 

（ 安全計画の策定等）  



5 

 

第三十七条の二 指定福祉型障害児入所施設は、 障害児の安全の確保を 図るた

め、当該指定福祉型障害児入所施設の設備の安全点検、従業者、障害児等に

対する 施設外での活動、 取組等を 含めた指定福祉型障害児入所施設での生

活その他の日常生活における安全に関する 指導、 従業者の研修及び訓練そ

の他指定福祉型障害児入所施設における安全に関する 事項についての計画

（ 以下こ の条において「 安全計画」 と いう 。） を 策定し 、 当該安全計画に従

い必要な措置を講じ なければなら ない。  

２  指定福祉型障害児入所施設は、従業者に対し 、安全計画について周知すると

と も に、 前項の研修及び訓練を 定期的に実施し なければなら ない。  

３  指定福祉型障害児入所施設は、定期的に安全計画の見直し を 行い、必要に応

じ て安全計画の変更を行う も のと する。  
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（ 別添資料２ ）  

 

学校保健安全法関連 参照条文 

 

学校保健安全法（ 昭和 33 年法律第 56 号）（ 抜粋）  

（ 学校安全計画の策定等）  

第二十七条 学校においては、 児童生徒等の安全の確保を 図るため、 当該学校

の施設及び設備の安全点検、 児童生徒等に対する通学を含めた学校生活その他

の日常生活における安全に関する指導、 職員の研修その他学校における安全に

関する事項について計画を策定し 、 こ れを 実施し なければなら ない。  



事業所安全計画例                                                       （ 別添資料３ ）  

 

◎安全点検 

（ １ ） 施設・ 設備・ 園外環境（ 散歩コ ースや緊急避難先等） の安全点検 

月 ４ 月 ５ 月 ６ 月 ７ 月 ８ 月 ９ 月 

重点点検箇所 

 

 

 

     

月 10 月 11 月 12 月 １ 月 ２ 月 ３ 月 

重点点検箇所 

 

 

 

     

 

（ ２ ） マニュ アルの策定・ 共有 

分野 策定時期 見直し （ 再点検） 予定時期 掲示・ 管理場所 

重大事故防止マニュ アル 年  月  日 年  月  日  

□ 午睡 年  月  日 年  月  日  

□ 食事 年  月  日 年  月  日  

□ プール・ 水遊び 年  月  日 年  月  日  

□ 園外活動 年  月  日 年  月  日  

□ バス送迎（ ※実施し ている場合のみ） 年  月  日 年  月  日  

□ 降雪（ ※必要に応じ 策定）  年  月  日 年  月  日  

災害時マニュ アル 年  月  日 年  月  日  

119 番対応時マニュ アル 年  月  日 年  月  日  

救急対応時マニュ アル 年  月  日 年  月  日  

不審者対応時マニュ アル 年  月  日 年  月  日  

  



◎児童・ 保護者に対する安全指導等 

（ １ ） 児童への安全指導（ 事業所の生活における安全、 災害や事故発生時の対応、 交通安全等）  

 4~ 6 月 7~ 9 月 10~ 12 月 1~ ３ 月 

乳児・ １ 歳以

上３ 歳未満児 

 

 

 

   

３ 歳以上児 

 

 

 

   

 

 

（ ２ ） 保護者への説明・ 共有 

4~ 6 月 7~ 9 月 10~ 12 月 1~ ３ 月 

 

 

 

   

 

 

  



◎訓練・ 研修 

（ １ ） 訓練のテーマ・ 取組 

月 ４ 月 ５ 月 ６ 月 ７ 月 ８ 月 ９ 月 

避難 

訓練等 

※１  

      

その他 

※２  
      

月 10 月 11 月 12 月 １ 月 ２ 月 ３ 月 

避難 

訓練等 

 

      

その他 

※１  
      

  

 ※１  「 その他」・ ・ ・「 避難訓練等」 以外の 119 番通報、 救急対応（ 心肺蘇生法、 気道内異物除去、 AED ・ エピペン ®の使用等）、 不審者対応、 送迎バスにおける

見落と し 防止等 

 

（ ２ ） 訓練の参加予定者（ 全員参加を 除く 。）  

訓練内容 参加予定者 

  

  

  

 

  



（ ３ ） 職員への研修・ 講習（ 事業所内実施・ 外部実施を明記）  

4~ 6 月 7~ 9 月 10~ 12 月 1~ ３ 月 

 

 

 

   

 

（ ４ ） 行政等が実施する訓練・ 講習スケジュ ール  ※所属する自治体・ 関係団体等が実施する各種訓練・ 講習スケジュ ールについて参加目途にかかわら ずメ モする  

 

 

 

 

 

◎再発防止策の徹底（ ヒ ヤリ ・ ハッ ト 事例の収集・ 分析及び対策と その共有の方法等）  

 

 

 

 

 

◎その他の安全確保に向けた取組（ 地域住民や地域の関係者と 連携し た取組、 登降園管理システムを 活用し た安全管理等）  
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（ 別添資料４ ）  

 

事業所等が行う 児童の安全確保に関する取組と 実施時期例 

 

実施時期 取組内容 

年度始め 

※取組が不十分の場合は

速やかに 

・ 園内外の安全点検に関する年間スケジュ ールを 定める 

・ リ スク が高い局面や緊急時の行動マニュ アルを 策定

（ 見直し ） し 、 職員間に共有、 必要に応じ 、 掲示する

こ と  

・ 各種訓練（ 災害・ 救急対応・ 不審者対応・ 119 番通

報） の実施に関する年間スケジュ ールを 定める 

・ 自治体が実施する年間の研修を把握し 、 参加スケジュ

ールを 確認する 

・ 職員の採用時等の研修機会確保のため、 オンラ イ ン研

修等の手段を あら かじ め把握する 

・ 保護者に園での安全対策を共有すると と も に、 家庭内

での安全教育の実施を依頼する 

・ 児童への交通安全を含む安全指導のため、 地域の関係

機関と も 連携し 、 年齢別の指導方法を定める 

6 月頃 ・ 水遊び・ プール活動のマニュ アルを 職員に再周知・ 共

有すると と も に、 必要に応じ てマニュ アルを見直す 

11 月頃 ・ 降雪時等の屋外での活用のマニュ アルを 職員に再周

知・ 共有すると と も に、 必要に応じ てマニュ アルを見

直す 

随時 

※職員の採用時又は児童

の入園時 

・ 職員の採用時等にオンラ イ ン研修等の受講機会を設け

る 

・ 保護者に園での安全対策を共有すると と も に、 家庭内

での安全教育の実施を 依頼する（ 再掲）  

事故発生時 

※ヒ ヤリ ・ ハッ ト 事案

含む 

・ 発生し た事案の分析と 再発防止策を 検討し 、 安全点検

やマニュ アルに反映すると と も に、 職員・ 保護者に周

知する 

 



保育所等における園外活動時の安全管理に関する留意事項 

 
 

令和元年６ 月 21 日 

厚生労働省子ど も 家庭局総務課少子化総合対策室 
厚 生 労 働 省 子 ど も 家 庭 局 保 育 課 

 
 

 保育所等における散歩等の園外活動は、 保育において、 子ども が身近な自然や地

域社会の人々の生活に触れ、 豊かな経験を 得る機会を 設ける上で重要な活動である。 

 こ の園外活動が、 安全に配慮さ れた上で積極的に行われるよう 、 保育所保育指針

（ 平成 29 年厚生労働省告示第 117 号） 及びその解説において示し ている内容と あ

わせ、 安全管理に関する留意事項を以下のと おり お示し する。  

 

１ ． 保育所等における園外活動について  

○ 保育所等において、 散歩等の園外活動を 行う こ と は、 子ども が身近な自然や地域

社会の人々の生活に触れ、 豊かな体験を 得る機会を 設ける上で重要である。  

 

○ 園外活動を行う 際には、 子ども の発達やその時々の状態を 丁寧に把握し 、 一人一

人の子ども にと っ て無理なく 充実し た体験と なるよう 、指導計画に基づいて実施す

るこ と が重要である。  

 

○ こ の上で、園外活動の際には、公園等の目的地や保育所等までの移動時も 含めて、

安全に十分配慮するこ と が必要と なる。  

 

○ 子ども の発達によっ て、 身体の大き さ ・ 運動能力・ 視野等の周囲の状況の認知の

特性、 交通ルールの理解等は変わっ てく る。 園外活動の計画時、 実際の活動時を 通

じ て、 乳幼児の特性を 踏まえた対策をと るこ と が重要である。  

 

２ ． 園外活動における具体的な安全管理の取組 

（ 安全に園外活動を 行う ための取組）  

○ 園外で活動する場合、 活動場所、 活動状況等が極めて多岐にわたるため、 子ども

の発達や活動場所等の特性に応じ た安全管理が必要と なる。目的地や経路について

事前に安全の確認を行い、 職員間で情報を 共有すると と も に、 園外活動時の職員体

制と その役割分担、 緊急事態が発生し た場合の連絡方法等について検討し 、 必要な

対策を 実施する。  

 

（ 別添資料 ５ ）



※ 園外活動における具体的な安全管理の取組の例と し て、特に保育所等で日常的に

行われる散歩時の安全管理の取組（ 例） を 別紙１ に示す。  

なお、 遠足等の園外活動を行う 際も 、 同様に子ども の安全管理に留意するこ と が

重要である。  

 

○ 事故防止のために、 日常どのよう な点に留意すべき かについて明確にし 、 全職員  

 の協力体制の下、日常的な安全点検や安全に関する指導等を 積み重ねていく こ と が

重要である。 また、 あと 一歩で事故になると こ ろ であっ たと いう ヒ ヤリ ・ ハッ ト 事

例を 記録、 分析し 、 事故予防対策に活用するこ と が大切である。  

 

 

（ 事故発生時の対応に関する日常の備え）  

○ 事故が実際に発生し てし まっ た際に適切な対応を 行えるよう 、緊急時に職員がと

るべき 措置の具体的内容及び手順を 定めたマニュ アルを作成し 、全職員の共通理解

を図る。 さ ら に、 職員に対する救急救命講習や、 事故対応に関する 実践的な訓練及

び園内研修の機会を設けるなど、 事故発生時の対応についても 、 日頃より 取組を 行

う こ と が重要である。  

 

○ 緊急時に備えた連絡体制や協力体制を 、 保護者や消防、 警察、 医療機関等の関係

機関と の間で整えておく 。 緊急時に協力や援助を 仰げるよう 、 日頃から 地域の中で

様々な機関や人々と 関係を築いておく こ と も 大切である。  

 

※ 園外活動を 含む保育所等での事故防止及び事故発生時の対応については、「 教

育・ 保育施設等における事故防止及び事故発生時の対応のためのガイ ド ラ イ ン～

施設・ 事業者向け～」（ 平成 28 年３ 月） も 合わせて確認するこ と 。  

 

・「 教育・ 保育施設等における事故防止及び事故発生時の対応のためのガイ ド ラ イ

ン～施設・ 事業者向け～」（ 平成 28 年３ 月）  

ht t ps: //www8. cao. go. j p/shoushi /shi nsei do/meet i ng/kyoui ku_ hoi ku/pdf /g

ui del i ne1. pdf  

 

（ 子ども に対する安全の指導）  

○ 子ども が交通安全の習慣（ 例えば、道路の端を 歩く こ と 、急に走り 出さ ないこ と 、

交通状況を 確認するこ と 等） を 身に付けるこ と ができ るよう 、 日常の生活における

具体的な体験を 通し て、 交通ルール（ 信号に従っ た行動、 横断歩道の使用等） に関

心を も たせるなど、 年齢に応じ た適切な指導を 繰り 返し 行う こ と が求めら れる。 こ

の際には、 地域の関係機関と 連携し て、 子ども が交通安全について学ぶ機会を 設け

るなど指導の工夫を図ると と も に、家庭においても 交通安全の習慣を 身に付けら れ

るよう 、 保護者と の連携を図るこ と が重要である。  



（ 別紙１ ）  

 

散歩時の安全管理の取組（ 例）  

 

（ １ ） 事前準備 

 

○ 散歩の経路、 目的地における危険箇所の確認 

・ 交通量、道路設備、工事箇所等を確認し 、事故の危険がある場所の確認を 行う 。  

・ また、 危険な動植物と 接触する可能性がある場所、 不審者と の遭遇に注意すべ

き 場所についても 確認を 行う 。  

・ 特に、 日常的に目的地と し ていない場所や、 前回訪れた際から 間隔が空いた場

所については、 事前の下見を 行う 。 また、 経路に変更がないと し ても 、 工事等

により 危険箇所が新たに発生する場合も あるこ と に留意する。  

 ・ 確認し た箇所については、 記録を 付け、 他の職員への情報の共有につなげる 。 

 

○ 危険箇所等に関する情報の共有 

 ・ 危険箇所の確認を 通じ て得ら れた情報を 全職員で共有し 、 認識の共有を 図る 。 

・ 認識の共有に当たっ ては、 危険箇所の一覧表や散歩マッ プ（ 目的地までの想定

経路、 病院・ 交番・ AED設置場所等の情報を含む。） の作成、 現地の写真の活用

等の工夫を行う こ と が考えら れる。  

・ また、 保育所等の周辺の安全に関する情報を、 保護者や地域住民、 関係機関と

共有するこ と も 重要である。  

 

 ○ 散歩計画の作成 （ ※散歩計画の例は別紙２ 参照）  

・ 散歩の目的地、 ねら い、 行程（ 時刻、 経路、 所要時間）、 子ども の人数、 引率者

等について計画を 作成する。  

・ こ の際には、 共有さ れた危険箇所を 元に、 安全な目的地や経路を 設定する。  

・ 子ども の年齢・ 人数に応じ た職員の配置、 位置関係、 引率を 適切に行う ために

必要な職員間の役割分担を確認する。  

 

（ ２ ） 出発前 

 

 ○ 天気、 職員体制、 携行品等の確認 

 ・ 当日の天気を確認する。 天気にあわせた持ち物等の準備が必要かについても 確

認する。  

・ 事前に作成し た散歩計画に、 当日の状況（ 天気、 子ども の人数、 引率者） を 反

映する。  

・ 職員間で安全対策や子ども に関する事項について、 情報共有を行い、 役割分担

を 確認する。  



・ 必要な携行品を所持し ているか、また、適切に作動するかについて確認を 行う 。

携行品については、 必要に応じ て、 複数職員で携行する。  

   ※ 携行品の例： 救急用品、 携帯電話、 緊急連絡先リ スト 、 子ども の名簿、  

防犯ブザー、 ホイ ッ スル、 筆記用具等 

   ※ 園ごと の状況に応じ 、 必ず携行する持ち物、 状況に応じ て携行する持ち物

を整理し ておく こ と も 重要。  

  ・ ベビーカ ーや散歩バギーの乗車時の安全確認を 行う 。 ブレ ーキやタ イ ヤの点検

を 行う と と も に、 ベルト の使用や適正な乗車人数等、 適切な使用方法について

確認する。  

 

○ 子ども の状況等の確認 

  ・ 子ども の健康状態を 確認の上、 散歩参加の可否を判断し 、 実際に散歩を 行う 子

ども の人数を 確認する。  

・ 個別に配慮が必要な子ども の有無について確認する。  

  ・ 迷子等の緊急時に備え、 出発時の子ども 全員の服装を 確認する。 必要に応じ て

カ メ ラ による撮影等を行い記録する。  

・ 子ども の服装について、 安全性、 体調、 天気や気温等への配慮（ 裾を踏んで転

倒し たり 、 フ ード 等が遊具等に絡まっ たり ひっ かかっ たり する恐れがないか、

暑すぎたり 寒すぎたり し ないか等） と いっ た観点から 確認し 、 衣服の調節を行

う 。  

 

○ 保育所等に残る職員等に対する情報共有 

・ 出発する前に、 散歩計画に実際の出発時刻等を記入し 、 園長等の責任者や保育

所等に残る職員と 散歩に出発し た旨を 共有する。  

 

 

（ ３ ） 道路の歩き 方 

 

○ 道路を 歩く 際の体制・ 安全確認等 

・ 車道の歩行は避け、 歩道の白線の内側、 ガード レ ールの内側を歩く 。  

・ 職員は子ども の列の前後（ 加えて人数に応じ て列の中） を 歩く 、 職員は子ども

より 車道側に位置し 、 子ども が車道から 遠い側を歩く 等のルールを 決め、 移動

する。  

・ 交差点、 歩道の切れ目、 曲がり 角、 一時停止場所等では、 一時停止し 、 安全確  

認を行う 。  

・ 交差点等で待機する際には、 車道から 離れた位置に待機する。 また、 ガード レ

ールの有無等の状況について注意を 払う 。  

・ 道路や踏切の横断時には、 特に安全確保に注意を 払い、 職員の位置取り や子ど

も の列の組み方、 横断に必要な時間等に注意を払う 。  



・ ベビーカ ー等を 使用する際には、 指、 腕、 頭を 挟んだり 、 ぶつけたり し ないよ

う 注意する。 また、 停止時にはブレ ーキがかかっ ているこ と を確認する。  

・ 常に道路周囲の状況、危険物、障害物の有無を 確認し 、駐車中の車・ バイ ク 等、

動植物、 落ちているごみ等に子ども が触れる可能性に注意を 払う 。  

  ・ 自動車や自転車と すれ違う 際には、 止まっ て待つ。 また、 歩行者等と すれ違う

際、 相手が手に持っ ているも の（ 傘、 カ バン、 たばこ 等） に子ども が接触する

可能性に注意を払う 。 手を つないでいる場合には、 一列になる。  

・ 階段昇降時には、 状況に応じ て、 子ども 同士がつないでいた手を 離し 、 個々の

ペースで昇降でき るよう にする。段差があるなど子ども がバラ ンスを崩し やす

い個所では、 子ども の発達等に応じ て、 転倒し ないよう そばについて手助けを

し たり 、 声を かけ見守っ たり する。  

 

（ ４ ） 目的地 

 

 ○ 現地の状況確認 

・ 構造物や植え込み等による死角の有無を確認する。  

・ 遊具等に危険が無いか安全点検を行う 。  

・ ガラ ス片や犬・ 猫の糞、 たばこ の吸い殻等の危険物や不衛生なも のが無いか確

認し 、 除去する。  

・ 他の利用者と 譲り 合っ て利用し 、 スペースを共有する。  

 

○ 子ども の行動把握 

・ 子ども の健康状態を 確認する。 熱中症を 避けるため、 暑いと き には必要に応じ

て水分補給を 行う など、 健康管理を 十分に行う 。  

・ 道路等へ飛び出さ ないよう に注意する。  

・ 遊具等を利用する際には、子ども の発達を勘案し 、特に安全確保に注意を 払う 。  

・ 砂場では、 砂を目や口に入れないよう に見守る。  

・ 不審者には近づかないよう 注意を払う 。  

 

 ○ 子ども の人数や健康状態の確認 

・ 目的地への到着時や出発時に加え、 必要に応じ て人数や健康状態を 確認する 。 

 

（ ５ ） 帰園後 

 

 ○ 子ども の人数、 健康状態等の確認 

・ 子ども の人数を確認する。  

・ 子ども の健康状態、 ケガの有無を確認する 。 熱中症を 避けるため、 暑いと き に

は必要に応じ て水分補給を行う など、 健康管理を十分に行う 。  

 



○ 帰園の報告 

・ 帰園後、 散歩計画に実際の帰園時刻等を記入し 、 園長等の責任者や保育所等に

残る職員と 散歩から 帰っ た旨を 共有する。  

 

 ○ 散歩後の振り 返り  

・ 散歩経路や目的地に新たな危険な場所を見つけたり 、 伝えておく べき 情報があ

っ たり し た場合には、 職員間で共有する。  

・ 個々の子ども について、 保育上の配慮等に関する気づき があっ た場合には職員

間で共有する。  

・ 散歩時に子ども のケガ等の事故やヒ ヤリ ・ ハッ ト 事例があっ た場合には職員間

で共有する。  

 

（ ６ ） その他 

 

・ 園の状況に応じ 、 必要があれば、 散歩マニュ アルやチェ ッ ク リ スト 、 お散歩マ

ッ プ、 緊急時等の連絡先一覧等を作成すると と も に、 定期的な見直し を行う 。  



（ 別紙２ ） 散歩計画表（ 参考例）

日にち 出発（ 予定） 帰園（ 予定）

曜日 出発（ 実績） 帰園（ 実績）

／ ： ：

（ 　 　 ） ： ：

／ ： ：

（ 　 　 ） ： ：

／ ： ：

（ 　 　 ） ： ：

／ ： ：

（ 　 　 ） ： ：

／ ： ：

（ 　 　 ） ： ：

／ ： ：

（ 　 　 ） ： ：

／ ： ：

（ 　 　 ） ： ：

／ ： ：

（ 　 　 ） ： ：

／ ： ：

（ 　 　 ） ： ：

／ ： ：

（ 　 　 ） ： ：

／ ： ：

（ 　 　 ） ： ：

／ ： ：

（ 　 　 ） ： ：

　 　 組

　 　 組

　 　 組

　 　 組

　 　 組

　 　 組

　 　 組

　 　 組

　 　 組

備考
（ 注意事項、 気づき 等）

　 　 組

　 　 組

ク ラ ス
子ど も の

人数
引率者

持ち 出し
携帯電話

　 　 組

散歩の経路・ 目的地
及びねら い

確認者
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（ 別添資料６ ）  

 

園児の見落と し 等の防止に関する各自治体の取組例や実例を 踏まえた留意事項 

 

【 未然防止のための取組】  

＜現場への注意喚起＞ 

○ 保育中の園児の確認の仕方や点呼の際の留意事項を チラ シにし て各園に配布

する 

○ 自治体の元職員が巡回職員と し て、 各園の散歩などの園外活動時に同行し 、

気になる点などを 適宜指導する 

＜園外活動時の人的支援＞ 

○ 園外活動に当たっ て、 保育支援者（ キッ ズ・ ガード ） の活用を促進し ている 

○ 散歩中の見守り のため短時間勤務職員を 雇い上げている 

 

＜指導監査時の対応＞ 

○ 園児が行方不明と なっ た場合の対応マニュ アル（ フ ローチャ ート 等） を 作成

し ているかについて、 指導監査の際に項目化し 、 確認を 徹底する 

○ 指導監査時にヒ ヤリ ・ ハッ ト 事案も 含めて発生し た事故を 確認し 、 起き た要

因や施設と し て何が足り なかっ たのかを把握し 、 指導する 

○ 指導監査時に事故発生報告を確実に行政に報告し ているかなどを 点検し 、 各

園の安全管理体制を チェ ッ ク する 

＜事故報告の共有＞ 

○ 園児の見落と し 等を 含む事故の発生状況について、 年次報告と し て取り まと

め、 各園に共有する 

 

【 実例を踏まえた留意事項】  

○ 行き 慣れない公園には、 死角を正確に把握し ていないこ と などにより 、 園児

を 見失う ケースがあっ た 

 ⇒ あら かじ め職員による下見を 確実に行う こ と などが考えら れる 

○ 公園への散歩から 園舎に戻る際、 人数確認を 行っ たも のの、 人数確認に時間

を 要し た結果、 確認中に園児が離脱し ていたケースがあっ た 

 ⇒ 複数の職員で連携し て園児の確認を 行う こ と や、 開かれた場所で人数確

認を行う などの取組が考えら れる 

○ 朝夕の保護者の出入り が多く なるタ イ ミ ングで、 園児の抜け出し 事案が起き

たケースがあっ た 
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 ⇒ 保護者の出入り の多い時間帯は、 特に門扉が確実に閉まっ ている かなど

の確認を 徹底するこ と などが考えら れる 

○ 園舎に隣接し ている施設での活動であっ たため、 園児の確認が疎かになっ た

ケースがあっ た 

 ⇒ 園外活動時かどう かにかかわら ず、保育中は、常に全員の園児の動き を把

握するこ と を 徹底するこ と などが考えら れる 

○ 公園などで、複数の園が同時に活動する場合に、自園の園児が他園の園児の

中に紛れ、 見失っ てし まう よう なケースがあっ た 

 ⇒ ・  自園の目印と なるよう な帽子などを 着用さ せるなど、自園の園児であ

るこ と を 視認し やすく するための工夫を行う  

・  確認時には、 園児を 列に並べて顔及び名前を確認する、 複数の職員に

より 複数回確認する 

     ・  他園と 連携を 図り 、 同じ 公園の中でも 遊び場所を 分けるこ と 、 帰園時       

に声を掛け合う  

こ と などが考えら れる 
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児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令について（ 通知）  

 

こ の度、 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部を 改正する省令（ 令和４

年厚生労働省令第 175 号。 以下「 改正省令」 と いう 。） が公布さ れ、 令和５ 年４ 月１ 日

より 施行さ れます。 本改正の趣旨及び内容は下記のと おり ですので、 内容を 十分御了知

の上、 貴管内の施設に対し て遅滞なく 周知をお願いすると と も に、 各都道府県知事にお

かれまし ては、管内市区町村に対し て周知し 、その運用に遺漏のないよう 配意願います。 

なお、 本通知は、 地方自治法（ 昭和 22 年法律第 67 号） 第 245 条の４ 第１ 項の規定に

基づく 技術的助言であるこ と を 申し 添えます。  

 

記 

 

第一 改正の趣旨 

令和４ 年９ 月に静岡県牧之原市の幼保連携型認定こ ども 園において、送迎用バスに園

児が置き 去り にさ れ、 亡く なる事案が起き たこ と を 受け、 こ ども 政策担当大臣を議長と

する 関係府省会議が開催さ れ、 幼児等の所在確認と 安全装置の装備の義務付けを 含む

「 こ ども のバス送迎・ 安全徹底プラ ン」 が 10 月に取り まと めら れた。  

こ れを 受け、 都道府県が条例で児童福祉施設、 家庭的保育事業所等及び障害児通所支

援事業所の運営に関する基準を 定めるに際し 、 従わなければなら ない国の基準（ 児童福

殿 



祉施設の設備及び運営に関する基準（ 昭和 23 年厚生省令第 63 号）、 児童福祉法に基づ

く 指定通所支援の事業等の人員、 設備及び運営に関する基準（ 平成 24 年厚生労働省令

第 15 号）、 児童福祉法に基づく 指定障害児入所施設等の人員、 設備及び運営に関する基

準（ 平成 24 年厚生労働省令第 16 号） 及び家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基

準（ 平成 26 年厚生労働省令第 61 号）） にバス送迎に当たっ ての安全管理の徹底に係る

規定を加える改正を 行う も のである。  

また、 上記の施設又は事業所以外のも のであっ て、 児童等を入所等さ せる施設及び事

業所のう ち、厚生労働省令において運営等に関する基準が定めら れている放課後児童健

全育成事業所についても 、 放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準（ 平成

26 年厚生労働省令第 63 号） において、 バス送迎に当たっ ての安全管理の徹底に係る規

定を 加える改正を行う も のである。  

 

第二 改正の内容 

１  本則 

 改正省令により 、 以下２ 点を 義務付ける。  

① 園児等の通園や園外活動等のために自動車を 運行する場合、 園児等の自動車へ

の乗降車の際に、 点呼等の方法により 園児の所在を確認するこ と 。  

② 通園用の自動車を 運行する場合は、 当該自動車にブザーその他の車内の園児等

の見落と し を 防止する装置を装備し 、 当該装置を 用いて、 降車時の①の所在確認

を するこ と 。  

上記①、 ②の義務付けの対象と なる施設等は以下のと おり である。  

義務付け 

事項① 

児童福祉施設（ 助産施設、 児童遊園及び児童家庭支援センタ ーを除

く 。）、 指定障害児入所施設、 地域型保育事業所、 指定障害児通所支

援事業所及び放課後児童健全育成事業所 

義務付け 

事項② 

保育所、 地域型保育事業所（ 居宅訪問型保育事業所を 除く 。）、 指定

児童発達支援事業所（ 児童発達支援センタ ーを含む。） 及び放課後等

デイ サービス事業所 

 

２  附則 

( １ )  施行期日 

  令和５ 年４ 月１ 日と する。  

( ２ )  経過措置 



１ ②の規定については経過措置を 設け、 ブザーその他の車内の園児の見落と し

を防止する装置を 備えるこ と が困難である場合は、 令和６ 年３ 月 31 日までの間、

車内の園児の所在の見落と し を 防止するための代替的な措置を 講ずるこ と と し て

差し 支えないこ と と する。  

 

第三 留意事項 

１  所在確認 

第二１ ①の所在確認は、 送迎用バスの運行に限ら ず、 園外活動ほか園児等の移動

のために自動車を 運行するすべての場合が対象と なる。  

 

２  安全装置に係る義務付けの対象と なる自動車 

通園を 目的と し た自動車のう ち、 座席（ ※） が２ 列以下の自動車を除く 全ての自

動車が原則と し て安全装置に係る義務付けの対象と なる。  

なお、 座席が２ 列以下の自動車と 同様に義務付けから 除外さ れる「 その他利用の

態様を 勘案し てこ れと 同程度に園児の見落と し のおそれが少ないと 認めら れる も

の」 については、 例えば、 座席が３ 列以上あるも のの、 園児が確実に３ 列目以降を

使用でき ないよ う に園児が確実に通過でき ない鍵付き の柵を 車体に固着さ せて２

列目までと ３ 列目以降を隔絶するこ と などが考えら れるが、 安全装置が義務付けら

れる経緯・ 趣旨に鑑み、 その判断は十分慎重に行う こ と 。  

（ ※）「 座席」 には、 車椅子を使用する園児が当該車椅子に乗っ たまま乗車するためのスペー

スを含む。  

 

３  装備すべき 安全装置 

「 ブザーその他の車内の園児の見落と し を 防止する装置」 は、国土交通省が 12 月

20 日に策定・ 公表し た「 送迎用バスの置き 去り 防止を支援する安全装置のガイ ド ラ

イ ン」 に適合するも のであるこ と が求めら れるこ と 。 なお、 本ガイ ド ラ イ ンに適合

する装置については、 今後、 内閣府において、 国土交通省と 連携し 、 一覧化し たリ

スト を作成・ 公表する予定であり 、 当該リ スト を 参考に選定するこ と が可能である

こ と 。  

 

 

 



４  実効性の確保 

改正省令の対象と なる各施設の設置者が、 本義務付けに違反し た場合は、 児童福

祉法第 45 条等の規定に抵触し 、改善勧告等の対象になり 得るも のであり 、改善が見

ら れない場合は、 同法第 46 条等の規定による事業停止命令及び同法第 61 条の４ 等

の罰則の対象になり う るこ と 。  

 

５  施行期日 

本改正に伴い、 各都道府県等においては条例の改正を 要するため、 施行期日を 令

和５ 年４ 月１ 日と し ているが、 所在確認は、 法令上の直接的な規定の有無にかかわ

ら ず、 徹底すべき であり 、 置き 去り が生じ ないよう 徹底さ れたいこ と 。  

 

６  経過措置 

装備すべき 安全装置の導入が困難な場合も 考えら れるため、 令和６ 年３ 月 31 日

までの間、 代替的な措置を 講ずるこ と と し ているが、 本義務付けの新設の趣旨に鑑

み、 可能な限り 令和５ 年６ 月末までに導入するよう 努めていただき たい。  

なお、 経過措置期間内において安全装置の装備がなさ れる までの間についても 、

バス送迎における安全管理を 徹底すると と も に、 例えば、 運転席に確認を 促すチェ

ッ ク シート を備え付けると と も に、 車体後方に園児の所在確認を行っ たこ と を 記録

する書面を 備えるなど、 園児が降車し た後に運転手等が車内の確認を怠るこ と がな

いよう にするための所要の代替措置を 講ずるこ と 。  

 

以上 

  



 【 問い合わせ先】  

＜保育所、 地域型保育事業所に関するこ と ＞ 

厚生労働省子ども 家庭局保育課 

Ｔ Ｅ Ｌ ： 03-5253-1111（ 内線 4852，  4853）  

E-mai l ： hoi kuka@mhl w. go. j p 

 

＜児童養護施設等に関するこ と ＞ 

厚生労働省子ども 家庭局家庭福祉課 

Ｔ Ｅ Ｌ ： 03-5253-1111（ 内線 4867,  4868）  

E-mai l ： kat ei hukushi @mhl w. go. j p 

 

＜放課後等児童健全育成事業所に関するこ と ＞ 

厚生労働省子ども 家庭局子育て支援課健全育成係 

Ｔ Ｅ Ｌ ： 03-5253-1111（ 内線 4966,  4845）  

E-mai l ：  cl ubsenmon@mhl w. go. j p 

 

＜児童発達支援事業所等に関するこ と ＞ 

厚生労働省社会・ 援護局障害保健福祉部障害福祉課 

障害児・ 発達障害者支援室 障害児支援係 

Ｔ Ｅ Ｌ ： 03-5253-1111（ 内線 3037,  3102）  

E-mai l ： shougai j i shi en@mhl w. go. j p 
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